
 

 

 

 

 

令和 ６ 年度 
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豊橋市立高師小学校ＰＴＡ 



 

子どもたちのために会員皆様のご協力をお願いいたします！ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

学年部 広報部 文化部 安全部 

運動会・学習発表会 

科学出前授業 

給食懇談会などの 

行事の手伝いなど 

        

 

主な学校行事の撮影 

ＰＴＡだより発行 

たかし小僧発行など 

         

 

講座の企画 

美化活動 

サークル活動の手伝い 

など 

         

 

資源回収 

あいさつ運動 

安全パトロールなど 

          

 

 

資源回収 

☆年に数回，児童の持ち込みによる回収 

 

      美化活動 

＜窓ふき・カーテン洗い＞＜側溝清掃＞等を開催予定   

ご参加・ご協力をお願いいたします。 

 

学校ボランティア 

図書ボランティア 

窓ふきボランティア 

子ども見守り隊 

朝の交通立ち番、あいさつ 

運動、通学路の危険箇所の確

認など事故や犯罪から子ども

たちを守ります！ 

 

ＰＴＡ活動 

PTA 総会 

 

 

 
役員会 

 

 
常任委員会 

常任委員 
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第1号議案

月 役員(執行部) 学年部 広報部 文化部 安全部
・第1回常任委員会(13日） ・田んぼ会議(21日) ・年間活動計画作成 ・新規サークル受付案内（24日） ・交通立ち番日程表作成（11日）

・ＰＴＡ総会(書面) ・ＰＴＡ総会受付(書面) ・取材、撮影 ・安全パトロール表作成

・田んぼ会議(21日) ・朝のあいさつ運動日程表作成

・第2回常任委員会(11日) ・米作り[草刈り]（13日） ・取材、撮影 ・文化講座［内容決定］ ・全世帯における交通立ち番

・運動会(20日) ・田んぼ会議（17日） ・運動会(20日) 　募集チラシ配布、受付 　　　　開始(～3月まで)

・田んぼ会議（17日） ・田植え説明会（17日） 　（23日～6月2日）

・米作り[田植え]（30日） ・5年:米作り、稲の受け取り

  あぜ作り、草取り（24日）

・米作り[田植え]（30日）

・第3回常任委員会(1日) ・給食懇談会（30日） ・取材，撮影 ・文化講座ヨガ（27日） ・朝のあいさつ運動(26日)

・朝のあいさつ運動(26日) ・たかし小僧①発行 ・タオル販売

・学校保健委員会(第1回) 　業者と打ち合わせ

・次年度役員選考開始

・第4回常任委員会(13日) ・ＰＴＡだより①発行 ・タオル販売 ・資源持込回収(10日～13日)

・校区を明るくする会（28日） ・取材、撮影 　デザイン、カラー決定（20日）

・たかし納涼フェスタ（29日）

・タオル販売

　販売チラシ、封筒作成

・第5回常任委員会(7日) ・朝のあいさつ運動（27日） ・校区合同防災訓練(30日) ・タオル販売チラシ配布、注文受付 ・休み明け交通立ち番

・高師校区体育祭 (16日) ・取材、撮影 　（14日～29日） ・安全パトロール（22日）中止

・校区合同防災訓練(30日) 　※サンプル展示 ・朝のあいさつ運動(25日)

　（16日、19日～29日）

・第6回常任委員会(5日) ・5年:米作り［事前稲刈り］（7日） ・取材，撮影 ・タオル集計、発注 ・朝のあいさつ運動(16日、23日)

・米作り[稲刈り]（12日） ・米作り[稲刈り]（12日） ・朝のあいさつ運動（16日） 　（7日、11日） ・安全パトロール（13日）

・たかしオータムフェスタ（29日） ・朝のあいさつ運動（23日）

・第7回常任委員会(2日) ・朝のあいさつ運動（27日） ・取材，撮影 ・タオル仕分け、配布 ・朝のあいさつ運動（20日、27日）

・本郷地区市民館祭り（12日） 　（4日、6日）

・朝のあいさつ運動（20日） ・美化活動

　窓ふきボランティア中止

・5年:しめ縄作り（6日） ・学習発表会（2日） ・取材，撮影 ・朝のあいさつ運動（18日）

・第8回常任委員会(7日) ・5年:しめ縄作り（6日） ・ＰＴＡだより②発行 ・資源持込回収(11日～14日)

　　　　　　　　　　　　　 ・朝のあいさつ運動（18日）

　　　　　　　　　　　　

・第9回常任委員会(11日) ・5年:田んぼ収穫 ・取材、撮影 ・朝のあいさつ運動（15日） ・朝のあいさつ運動（15日、22日）

・5年:田んぼ収穫 　に感謝する会（24日） ・休み明け交通立ち番

　に感謝する会（24日）

・朝のあいさつ運動（22日）

・第10回常任委員会(1日) ・活動報告会 ・取材、撮影 ・次年度部員、部長選考会（24日） ・朝のあいさつ運動（19日、26日））

・次年度部員、部長選考会（24日） ・朝のあいさつ運動（19日）雨天中止 ・朝のあいさつ運動（26日） ※19日は雨天中止

・次年度部員、部長選考会（24日） ・次年度部員、部長選考会（24日） ・資源持込回収(5日～8日)

・次年度部員、部長選考会（24日）

・第11回常任委員会(9日) ・6年:卒業へ向けての段取り ・たかし小僧②発行 ・サークル活動報告 ・新旧引継ぎ会（9日）

・新旧常任委員引継ぎ会（9日） ・新旧引継ぎ会（9日） ・ＰＴＡだより③発行 ・活動のまとめと反省 ・活動のまとめと反省

・卒業式参加(19日) ・活動のまとめと反省 ・取材，撮影 ・新旧引継ぎ会（9日）

・活動のまとめと反省 ・新旧引継ぎ会（9日）

安全指導
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年間 企画・運営 学年・学級への支援 行事撮影取材活動 会員交流
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項目 合計金額 項目 内訳 合計金額

１前年度繰越金 0 １飼育関係 ラビットフード・牧草・手袋他 57,587

２本年度活動費 850,000 ２写真 児童職員記録写真 0

３栽培 種・種芋 5,643

４学級 消耗品 5,100

５行事
入学式、運動会、野外活動、学習発表会、

６年生を送る会、卒業式、他
197,393

６特別活動 １１０番の家、鉢花 23,457

７環境 誘導灯、新１年生保護者札、体育館黒台 378,241

８その他 161,325

支出小計 828,746

９返金 21,254

合計 850,000 合計 850,000

収入の部 支出の部

令和５年度　PTA体験活動関係諸費内訳





第5号議案

月 役員(執行部) 学年部 広報部 文化部 安全部

年間 企画・運営 学年・学級への支援 行事撮影取材活動 会員交流 安全指導

・第1回常任委員会(11日） ・ＰＴＡ総会受付(書面) ・年間活動計画作成 ・新規サークル受付案内 ・交通立番日程表作成

・ＰＴＡ総会(書面) ・安全パトロール表作成

・朝のあいさつ運動日程表作成

・第2回常任委員会(9日) ・科学出前授業（10日） ・全世帯における交通立ち番

・運動会 ・運動会（18日） 　　　　開始(～3月まで)

・給食懇談会（22日）

・第3回常任委員会(6日) ・学校保健委員会（27日） ・たかし小僧①発行 ・ヨガ（25日） ・朝のあいさつ運動

・朝のあいさつ運動

・学校保健委員会

・次年度役員選考開始

・第4回常任委員会（4日) ・Tシャツ販売 ・持ち寄り資源回収（9～12日）

・校区を明るくする会 　業者と打ち合わせ

・たかし納涼フェスタ

・Tシャツ販売

　デザイン、カラー決定

・第5回常任委員会(5日) ・朝のあいさつ運動 ・ＰＴＡだより①発行 ・Tシャツ販売 ・休み明け交通立ち番

　販売チラシ、封筒作成 ・安全パトロール（予定）

・第6回常任委員会(3日) ・朝のあいさつ運動 ・Tシャツ販売チラシ配布、注文受付 ・朝のあいさつ運動

・たかしオータムフェスタ ・朝のあいさつ運動 ・安全パトロール（予定）

・第7回常任委員会(7日) ・朝のあいさつ運動 ・Tシャツ集計、発注 ・朝のあいさつ運動

・本郷地区市民館祭り ・学習発表会(16日) ・美化活動

・朝のあいさつ運動

・第8回常任委員会(5日) ・学校保健委員会（17日） ・朝のあいさつ運動 ・Tシャツ仕分け、配付 ・朝のあいさつ運動

・科学出前授業（18日） ・持ち寄り資源回収（10～13日）

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

・第9回常任委員会(9日) ・ＰＴＡだより②発行 ・朝のあいさつ運動 ・朝のあいさつ運動

・朝のあいさつ運動 ・休み明け交通立ち番

・第10回常任委員会(6日) ・次年度部員、部長選考会 ・次年度部員、部長選考会 ・次年度部員、部長選考会 ・朝のあいさつ運動

・次年度部員、部長選考会 ・朝のあいさつ運動 ・朝のあいさつ運動 ・持ち寄り資源回収（3～6日）

・次年度部員、部長選考会

・第11回常任委員会(8日) ・6年:卒業へ向けての段取り ・たかし小僧②発行 ・サークル活動報告 ・新旧引継ぎ会（8日）

・新旧常任委員引継ぎ会(8日) ・新旧引継ぎ会（8日） ・新旧引継ぎ会（8日） ・活動のまとめと反省 ・活動のまとめと反省

・卒業式参加 ・活動のまとめと反省 ・新旧引継ぎ会（8日）

・活動のまとめと反省
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豊橋市立高師小学校ＰＴＡ会則 
 

第１章 総則 

（名 称） 

第１条 本会は、豊橋市立高師小学校ＰＴＡという。 

 

（事務局） 

第２条 本会は、事務局を高師小学校におく。 

 

第２章 目的及び活動 

（目 的） 

第３条 本会は、保護者と教職員が協力して相互の教養を高め、児童の福祉を増進し

心身共に健康な児童の育成をはかることを目的とする。 

 

（活 動） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動をする。 

１． 保護者と教職員による学習 

２． 児童の郊外における生活指導 

３． 児童の生活環境の改善充実 

４． 学校教育に対する理解と協力 

５． 会員相互の親和 

６． その他必要と認められた事項 

 

第３章 方針 

（方 針） 

第５条 本会は、教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。 

１． どのような場合においても、政治的、宗教的、営利的な活動を行わない。 

２． 児童の教育並びに福祉のために活動する他の団体及び機関と協力する。 

３． 学校の管理や人事に干渉しない。 

 

第４章 会員 

（資 格） 

第６条 本会の会員となることができる者は、次のとおりとする。 

１． 高師小学校に在籍する児童の保護者。 

２． 高師小学校に勤務する教職員。 

 



（権利及び義務） 

第７条 本会の会員の権利と義務は、次のとおりとする。 

１． 会員はすべての平等の権利と義務を有する。 

２． 会員は会費を納めるものとする。 

 

（入退会） 

第８条 本会への入退会について、次のとおりとする。 

１． 児童の入学・転校に際し、その保護者に本会への加入協力を求める。 

２． 退会は、書面をもって会長に届けること。 

ただし、児童の学籍がなくなった場合はこの限りではない。 

３． 退会した会員の再度の入会はこれを妨げない。 

 

第５章 会計 

（会 費） 

第９条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入に代って支弁する。 

 

（会計年度） 

第 10条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第６章 機関 

（機 関） 

第 11条 本会の運営にあたっては、次の機関をおく。 

１． 総会 

２． 常任委員会 

３． 役員会 

４． 部会 

 

（運 営） 

第 12条 総会は、次のとおりとする。 

１． 総会は、全会員をもって構成し、この会の最高決議機関である。 

２． 総会は、定期総会と臨時総会とし、会長が招集する。定期総会は毎年、年度

始めに開催する。 

３． 会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。 

４． 総会の定足数は、会員の５分の１とする。議決は出席者の過半数の同意を必

要とする。 

５． 総会に出席できないときは、委任状をもって出席に代えることができる。 

６． 会長が必要と認めたときは、書面にて総会を行うことができる。この場合、



議決権の行使は議案に対する賛否を記載できる議決権行使書により行う。この

議決権行使書の未提出及び白紙提出は、賛成に含むものとする。 

 

（総 会） 

第 13条 総会の機能は、次のとおりとする。 

１． 会則の決定及び変更 

２． 予算、決算の審議及び承認 

３． 活動計画の決定及び承認 

４． その他必要と認めた事項 

  

（常任委員会） 

第 14条 常任委員会の機能は、次のとおりとする。 

１． 常任委員会は、役員、顧問、各部会の部長をもって構成し、総会に次ぐ議決

機関である。 

２． 常任委員会は、本会の運営に必要な事項及び予算の補正等について審議、議

決する。 

３． 常任委員会は、総会に提出する議案の作成をする。 

４． 常任委員会は、総会で議決された事項の処理と諸事業の計画を立案し、これ

を実施する。 

５． 各部会の部長は、常任委員会と各部会との連絡、調整にあたる。 

 

（役員会) 

第 15 条 役員会は役員及び顧問をもって構成し、本会の活動を推進するために随時

協議する。 

 

（部会の設置） 

第 16条 本会に次の部会を設置する。 

１． 学年部：学級・学年活動への支援に関する活動を行う。 

２． 広報部：ＰＴＡ活動に関する会員の共通理解を得るための情報を提供する活

動を行う。 

３． 文化部：会員相互の親睦をはかり、研修や講座、奉仕活動を行う。 

４． 安全部：地域環境の改善と、安全指導に関する活動を行う。 

 

（部会の運営） 

第 17条 各部会は次のとおりとする。 

１． 各部会には部長、副部長、会計をおく。また必要に応じて書記をおくことが

できる。 



２． 各部会には部長、副部長、会計、書記は、部員の中から選出し、会長が委嘱

する。 

３． 各部会は、会員相互の連携を図り、学校と密接な連絡をとって活動する。 

４． 各部会は、本会の円滑な運営に協力する。 

 

（部会の開催） 

第 18条 部長は、活動遂行のため必要に応じて部会を招集することができる。 

 

第７章 役員・部員・選考委員 

（役 員） 

第 19条 本会に、次の役員及び顧問をおく。 

１． 会 長   １名（保護者） 

２． 顧 問   （校長） 

３． 副会長   ４名（保護者３名、教職員１名） 

４． 書 記   ３名（保護者２名、教職員１名） 

５． 会 計   ３名（保護者２名、教職員１名） 

６． 会計監査 ２名（保護者） 

 

（部 員） 

第 20条 本会に、次の部員をおく。部員の定数は細則で定め、適宜、見直しする。 

１． 学年部部員 

２． 広報部部員 

３． 文化部部員 

４． 安全部部員 

 

（役員の任務） 

第 21条 役員の任務は、次のとおりとする。 

１． 会長は本会を代表し、一切の会務を総理する。 

２． 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 

３． 書記は本会の活動に関する重要事項の記録、書類保管、その他職務を行う。 

４． 会計は会長の命を受けて本会の会計事務にあたる。 

５． 会計監査は必要に応じて会計経理の監査にあたる。 

 

（部員の任務） 

第 22条 部員の任務は、次のとおりとする。 

１． 学年部の部員は、学年部の部会への参加に努め、学級の支援・学年の支援に

関する職務を行う。 



２． 広報部の部員は、広報部の部会への参加に努め、広報の運営に関する職務を

行う。 

３． 文化部の部員は、文化部の部会への参加に努め、保護者の教養及び親睦、奉

仕活動に関する職務を行う。 

４． 安全部の部員は、安全部の部会への参加に努め、学校及び地域における安全

に関する職務を行う。 

 

（任 期） 

第 23条 役員及び部員の任期は、会計年度に倣い１か年間とする。 

会長の任期は、総会終了までとする。 

また、再任を妨げない。 

 

（補 充） 

第 24条 役員及び部員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。 

補充の必要性については、部会及び常任委員会で協議し選任する。 

ただし、会長に欠員が生じた時は、常任委員会において役員より選任する。 

 

（補充役員及び補充部員の任期） 

第 25条 補充役員及び補充部員の任期は、前任者の残余期間とする。 

 

（役員及び部員の選任） 

第 26条 選出された役員及び部員は、本会の承認を経て選任する。 

 

（役員及び部員の選出） 

第 27条 役員及び部員の選出については、細則にて規定する。 

 

第８章 会則の改正 

（会則の改正） 

第 28条 本会の会則改正は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。 

 

第９章 個人情報の取り扱いに関する規定 

（個人情報の取り扱いに関する規定） 

第 29 条 本会がＰＴＡ活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供

及び管理については、別途定める「個人情報取扱方法」に基づき、適正に運

用する。 

 

第１０章 その他 



（細則の定め） 

第 30 条 細則については、必要と判断した場合に限り、常任委員会で協議し、過半

数の賛成により、定めることができる。 

 

 

附    則 

本会則は、昭和６１年５月１０日より実施する。 

平成１２年２月２５日一部削除 

平成１３年４月２６日一部削除 

平成１７年４月２５日一部改正一部削除 

平成２３年４月２２日一部改正一部削除 

平成２４年４月２０日一部改正 

平成２５年２月２１日一部改正 

平成３１年４月１９日改正 

令和３年１１月８日改正、細則追加 

令和４年３月１２日改正、細則第４条５項 

令和５年３月１１日改正、細則第４条５項 

令和５年４月１３日一部修正 



豊橋市立高師小学校ＰＴＡ会則の細則 

（活動の円滑化と多様化） 

第１条 本会の活動及び各部会による活動が、役員及び部員並びに会員及び教職員に

とって負担とならない様に、誰でも担えるように適宜、活動内容の見直し、必要

人員の見直しを行う。 

 

（選考委員会） 

第２条 選考委員会の構成及び任務は、次のとおりとする。 

１． 選考委員会は役員にて構成する。 

２． 選考委員会は役員の中から選考する立場の自覚を持った者を選出し、これを

公表する。 

３． 選考委員会は６月に発足し、その任務を達成した時に解散する。 

 

（役員の選出） 

第３条 役員の選出は、次のとおりとする。 

１． 本会の役員は、会員の中から選出する。 

２． 本会の役員選出は、選考委員会が行う。 

３． 本会の役員は、立候補をした者及び推薦された者の中から選出する。 

４． 立候補をした者及び推薦された者がいない場合、またはその人数に達しない

場合は、適宜の方法により選出を行う。 

５． 過去に役員を経験した者は次年度以降、役員並びに部員への選出を永年免除

とする。ただし、立候補による選出はこの限りではない。 

 

（部会の部員及び部長の選出） 

第４条 部会の部員の選出は、次のとおりとする。 

１． 部会の部員は、会員の中から選出する。選出人員は組織図を参照する。 

２． 部会の部員選出は、選考委員会が行う。 

３． 部会の部員は、立候補をした者及び推薦された者の中から選出する。 

４． 立候補をした者及び推薦された者がいない場合、またはその人数に達しない

場合は、抽選その他の方法により選出する。 

５． 現職の部員及び過去５年間の部員経験者以外の会員から選出を行う。ただし、

選出人員が必要人数に達しない場合はこの限りではない。また、立候補による

選出もこの限りではない。 

６． 選出された部員の中から、部長を選出する。 

７． 部長として選出された者は、次年度以降の部員並びに役員への選出を、永年

免除とする。ただし、立候補による選出はこの限りではない。 



 

 

高師小学校ＰＴＡ組織図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総  会 

常任委員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学年部長 

・広報部長 

・文化部長 

・安全部長 

学年部会(12 名) 

各学年２名 

広報部会(12 名) 

各学年 2 名 

文化部会(12 名) 

各学年 2 名 

 

安全部会(12 名) 

各学年 2 名 

 

役員会 

・会長 ・校長 

・副会長 ・教頭 

・書記 ・教職員 

・会計  

・会計監査 



高師小学校ＰＴＡ 個人情報取扱方法 

 

（目的） 

第１条 この個人情報取扱方法は、豊橋市立高師小学校ＰＴＡ（以下「本会」という。）が取得・保有する 個人情報の適正な取り扱いを

定めることにより、事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする。 

 

（指針） 

第２条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理を行う。活動においても個人情報の保護に努め、

要配慮個人情報は取り扱わないものとする。 

 

（周知） 

第３条 個人情報の取扱方法は、総会資料または通知などにより会員に周知する。 

 

（利用目的） 

第４条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。 

 （１）会費請求、管理等のための連絡 

 （２）文書等の送付 

 （３）本会役員・委員・会員名簿等の作成 

 

（個人情報の取得） 

第５条 本会が取り扱う個人情報及び利用の同意については、ＰＴＡ会長に書面で提出された次の事項とする。 

・氏名、電話番号、その他必要とするもので同意を得た事項 

 

（同意の取り消し） 

第６条 会員は、取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または全ての事項について、同意を取り消すことができる。 

第７条 不同意の申し出があった場合、直ちに該当する個人情報を廃棄または削除しなければならない。ただし、名簿などとして既に配付して

いるものについては、削除の連絡をすることでこれに替える。 

 

（管理） 

第 8 条 個人情報は、本会が適正に管理する。 

第 9 条 不要となった個人情報は、適正かつ速やかに廃棄する。 

 

（第三者提供の制限） 

第 10 条 本会は、次に挙げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。  

 （１）法令に基づく場合  

 （２）人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき  

 （３）公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき  

 （４）国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

■問い合わせ先 高師小学校 教頭 ／ 連絡先 0532-45-8216 



 

豊橋市立高師小学校ＰＴＡ慶弔規定 
 

 

第１条 次の弔事については香料を贈りＰＴＡ代表・学級委員が参列し弔意を表す。 

（１） 会員の死亡 ・・・・・・・・・・・・・・ ５，０００円 

（２） 児童の死亡 ・・・・・・・・・・・・・・ ５，０００円 

（３） 学校職員の死亡 ・・・・・・・・・・・・ ５，０００円 

・お通夜はさびし見舞いとして、かご盛りを持ちＰＴＡ代表が参列する。 

 

第２条 傷病による次の場合は見舞金（品）を贈り見舞する。 

児童の長期にわたる入院 ・・・・・・・・・・・・ ３，０００円 

・ＰＴＡ代表により見舞する。 

 

第３条 その他、校区公職者には第１条、第２条を準用し、必要に応じて役員協議

の上決定する。 

 

第４条 返礼は一切受けないものとする。 

 

第５条 その他必要な事項が起きた場合は役員協議の上決定する。 

 

第６条 本規定の経費はＰＴＡ本会計より支出する。 

 

第７条 本規定は昭和５２年４月２６日より実施する。 

 

備  考  平成１１年２月２５日一部削除 

      本改定は平成１１年４月１日より実施する。 

      令和５年３月１１日一部削除 

      本改定は令和５年４月１日より実施する。 



 

豊橋市立高師小学校ＰＴＡ表彰規定 
 

本校ＰＴＡ活動に貢献し、その功績顕著なるものの表彰は、次にあげる 

ものについてＰＴＡ会長がこれを行う。 

 

１．特に表彰を適当と認めるもの。 

 

２．表彰は毎年ＰＴＡ総会にこれを行う。 

  ただし、特別な事情があるときは随時これを行うことができる。 

 

３．被表彰者の選考については、ＰＴＡ表彰選考委員会を設け、 

  これを審査するものとする。 

 

４．委員会は委員長および、委員５人を以て組織する。 

  ただし、臨時に委員を加えることができる。 

 

５．委員長および委員は、会長がこれを委嘱するものとする。 

 

 

備 考  平成１２年２月２５日 一部削除 

     平成１４年４月２５日 一部削除 

 


